
 
 
 
 
 

参考資料１ 高齢社会の現状と将来展望
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・三重県の出生数、死亡数及び合計特殊出生率の推移

1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年

千人
出生数

死亡数

合計特殊出生率

資料；厚生労働省「人口動態調査」

 

・三重県の平均寿命の推移

１９６５年 １９７５年 １９８５年 １９９５年 ２０００年 ２００５年 ２０１０年

歳 三重県（男）

三重県（女）

全国順位（男）

全国順位（女）

資料；厚生労働省統計情報部「都道府県別生命表」
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・三重県の認定３区分別要介護（要支援）認定率の推移

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

要支援１～要介護１

要介護２・３

要介護４・５

資料； 年度以前は厚生労働省老健局「介護保険事業状況報告年報」、 年度は厚生労働省老健局「介護保険事業状況報告月報（暫定版）」

 

・三重県の前期高齢者・後期高齢者別要介護（要支援）認定率の推移

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

前期高齢者（65歳～74歳）

後期高齢者（75歳以上）

資料； 年度以前は厚生労働省老健局「介護保険事業状況報告年報」、 年度は厚生労働省老健局「介護保険事業状況報告月報（暫定版）」

※前期高齢者・後期高齢者別要介護（要支援）認定率＝前期高齢者（後期高齢者）認定者数÷前期高齢者（後期高齢者）被保険者数
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特養

老健

療養

特定施設

地域密着特定

地域密着特養

施設サービス 計

定期巡回・随時対応型

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型

複合型サービス

地域密着型ｻｰﾋﾞｽ 計

合計

北勢 計 中勢伊賀 計 南勢志摩 計 東紀州 計 三重県

資料； 厚生労働省老健局「介護保険事業状況報告年報（平成 年度）」

※特定入所者介護サービス費。高額介護サービス費を含まず。

※平成 年３月から平成 年２月サービス分の累計
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・三重県のサービス種類ごとの要介護度別受給者数の構成

平成 年度累計（平成 年３月サービス分から平成 年２月サービス分まで）

合計

居宅（介護予防）サービス

訪問サービス

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所サービス

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所サービス

短期入所生活介護

短期入所療養介護（介護老人保健施設）

短期入所療養介護（介護療養型医療施設等）

福祉用具・住宅改修サービス

福祉用具貸与

福祉用具購入費

住宅改修費

特定施設入居者生活介護

介護予防支援・居宅介護支援

地域密着型（介護予防）サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

複合型サービス

施設サービス

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

資料； 厚生労働省老健局「介護保険事業状況報告年報（平成 年度）」
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参考資料２ 策定の歩み
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１ 改訂の経緯（国 厚生労働省 、市町・広域連合との関連）

開催日 事 項

平成 年７月 日
・第６期介護保険事業（支援）計画の策定準備等に係る担当

者等会議（厚生労働省）

平成 年２月 日 ・全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 厚生労働省

平成 年３月 日 ・市町等介護保険・高齢者保健福祉担当者会議

平成 年 月 日 ・全国介護保険担当課長会議（厚生労働省）

平成 年８月７日 ・市町等介護保険担当者会議

平成 年 月１日
～ 月 日

・市町等介護保険事業計画の策定に係る意見交換の実施
（第１回）

平成 年 月 日 ・全国介護保険担当課長会議（厚生労働省）

平成 年 月 日 ・市町等介護保険担当者会議

平成 年 月 日
～ 月 日

・市町等介護保険事業計画の策定に係る意見交換の実施
（第２回）

平成 年１月 日
～２月 日

・パブリックコメントの実施

平成 年３月２日、
３日

・全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（厚生労働省）

平成 年３月 日、
日

・市町等介護保険・高齢者保健福祉担当者会議
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２ 三重県社会福祉審議会 高齢者福祉専門分科会における検討

経過

開催日 主 な 事 項

平成 年９月 日 ・第６期介護保険事業支援計画等の策定について

平成 年 月 日
・第６期介護保険事業支援計画等の策定について

―「中間案」の審議 ―

平成 年２月 日
・第６期介護保険事業支援計画等の策定について

―「最終案」の審議 ―

委員 敬称略

所 属 等 氏 名 備考

鈴鹿市社会福祉協議会事務局長 渥 美 秀 人

三重県医師会理事 馬 岡 晋 会 長

三重県老人クラブ連合会会長 久 留 原 進

公募委員 南 出 光 章

三重県社会福祉協議会事務局次長兼福祉研修人材部長 朝 倉 敬 博

三重県病院協会理事 志 田 幸 雄

認知症の人と家族の会三重県支部代表 下 野 和 子

三重県老人保健施設協会副会長 鈴 木 孝 明

三重県介護支援専門員協会代表理事 高 橋 恵 美 子

三重県老人福祉施設協会会長 西 元 幸 雄

三重県歯科医師会常務理事 羽 根 司 人 会長代理

三重県地域密着型サービス協議会代表理事 三 吉 由 美 子

三重県地域活動栄養士連絡協議会会長 森 本 恵 利 子

三重県看護協会専務理事 柳 川 智 子

皇學館大学現代日本社会学部教授 山 路 克 文
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参考資料３ 用語解説
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特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護

保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービ

スの量の見込み

介護保険施設 介護保険法による施設サービスを行う施設で、①指定介護老人福祉施設（特

別養護老人ホーム）、②介護老人保健施設、③指定介護療養型医療施設（介

護療養病床）の３種類があり、施設サービス計画に基づき必要な介護及び

日常生活上の世話を行う。

介護予防 高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ（発生を予防する）こと、

あるいは、要介護状態であっても、状態がそれ以上に悪化しないようにす

る（維持･改善を図る）こと。

介護予防・日常生活

支援総合事業（新し

い総合事業）

従来予防給付として提供されていた全国一律の介護予防訪問介護および介

護予防通所介護を、市町村が実施する介護予防・生活支援サービスや一般

介護予防事業からなる総合事業へ移行し、地域の実情に応じて、住民主体

の多様な主体が参画する多様なサービスを充実することにより、要支援者

の自立支援へとつなげていく制度で、平成 年の介護保険法改正により、

平成 年 月までに全ての市町で実施することが義務付けられている。

介護老人保健施設 病状が安定期にある要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、

医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世

話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたもの。

介護労働安定センタ

ー

財団法人介護労働安定センター。介護労働者の雇用管理の改善、能力の開

発・向上、その他の福祉の向上を図るための総合的支援機関であり、各県

に支部がある。

介護労働講習、介護事業者向け保障制度、雇用管理についての相談援助・

情報提供、介護基盤人材確保助成及び介護雇用管理助成等を実施している。

回復期リハビリテー

ション病棟

平成 年の診療報酬改定により導入されたもので、脳血管障害や骨折の手

術・急性期の治療を受けた後の回復期の患者に対して、機能の回復や

能力の向上を図り、社会や家庭への復帰を目的としたリハビリテーション

プログラムを医師・看護師・理学療法士・作業療法士等が共同で作成し、

そのプログラムに基づきリハビリテーションを集中的に行う病棟。

居宅介護支援 居宅の要介護者が、介護保険の居宅サービスその他の保健医療サービス等

を適切に利用できるよう、要介護者の心身の状況や置かれている環境、本

人・家族の希望を勘案して居宅サービス計画を作成するとともに、その計

画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス事業者などとの連

絡調整を行うなどの支援を行うこと。

居宅療養管理指導 介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つ。居宅の要介護者に対して、

医師・歯科医師・薬剤師等が療養上の管理や指導を行う。

グループホーム 認知症高齢者が地域社会において共同生活を営む住居またはその形態。

ケアハウス 軽費老人ホームの一形態。 歳以上（夫婦の場合どちらか一方が 歳以

上）で、かつ、身体機能の低下等が認められ、または高齢等のため、独立

して生活するには不安が認められる者で、家族による援助を受けることが

困難な者が、低料金で利用でき、ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者が自立

した生活を送るように工夫された施設。

ケアプラン 個々人のニーズに合わせた適切な保健・医療・福祉サービスが提供される

ように、ケアマネジャーを中心に作成される介護計画のこと。

ケアマネジャー 「介護支援専門員」参照。

軽費老人ホーム 無料又は低額な料金で高齢者を入所させ、食事の提供その他日常生活上必

要な便宜を供与することを目的とする施設。

圏域 県介護保険事業支援計画及び高齢者福祉計画において県が設定する広域の
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短期入所生活介護 介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つ。居宅の要介護者に対して、

特別養護老人ホームや老人短期入所施設に短期間入所させ、入浴・排泄・

食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を行う。

短期入所療養介護 介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つ。病状が安定している居宅

の要介護者に対して、介護老人保健施設・介護療養型医療施設などに短期

間入所させ、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な

医療などを行う。

地域介護・福祉空間

整備交付金

高齢者ができるだけ住み慣れた地域での生活を持続できるように、市町が

介護・福祉サービス基盤の面的な整備を進めるのに対して、国から受けら

れる助成金。

地域ケア・地域包括

ケア

住み慣れた自宅や地域において最期まで安心して暮らし続けるため、高齢

者のニーズや状態の変化に応じて、介護サービスのみならず、地域の保健・

医療・福祉サービス、さらにはインフォーマルサービスを、有機的に結び

つけて、切れ目なく提供すること。また、住宅政策とも相まって、高齢者

の地域生活全般を支援すること。

地域支援事業 地域で生活する高齢者が、要支援・要介護状態になる前からの介護予防を

推進するとともに、要介護状態等となった場合でも地域において自立した

日常生活が営むことができるように包括的・継続的なケアマネジメント機

能を強化する観点から市町が実施する事業。事業は、①介護予防事業、②

包括的支援事業、③任意事業の３つからなる。

地域医療再生臨時特

例交付金

地域における医療課題の解決に向けて策定する地域医療再生計画に基づく

事業を支援するため、都道府県に設置した基金。地域医療再生計画とは、

医療圏単位での医療機能の強化、医師の確保等の取組その他の地域におけ

る医療に係る課題を解決するための施策について都道府県が定める計画で

ある。

地域包括支援センタ

ー

平成 年の介護保険法の改正により、新たに地域の高齢者の心身の健康保

持や生活の安定のために必要な援助を行うことを目的として設けられた機

関。主な業務は、①地域包括支援ネットワークづくり（地域に、総合的・

重層的なサービスネットワークを構築すること）、②総合相談支援・権利

擁護（高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、訪問して実態を把握

し、必要なサービスにつなぐこと。また、虐待防止など高齢者の権利擁護

に努めること。）、③介護予防ケアマネジメント（介護予防事業・予防給

付が効果的・効率的に提供されるよう、適切なケアマネジメントを行うこ

と。）、④包括的・継続的ケアマネジメント支援（高齢者に対し包括的か

つ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用した

ケアマネジメント体制の構築を支援すること）がある。

地域包括支援センタ

ー運営協議会

地域包括支援センターの適正、公正かつ中立な運営を確保するために意見

をする機関。介護サービス事業者等の代表者及び利用者、被保険者、地域

の保健・医療・福祉に関する学識経験者などから組織され、各保険者にお

いて設置する。

地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活

介護

介護保険の給付対象となる地域密着型サービスの一つ。定員 人以下の小

規模な特別養護老人ホームのこと。できるだけ居宅の生活への復帰を念頭

に置いて、能力に応じ自立した生活が営めるよう、入浴・排泄・食事等の

介護、相談と援助、社会生活上の便宜の供与など日常生活上の世話、機能

訓練、健康管理と世話を行う。

地域密着型特定施設

入居者生活介護

介護保険の給付対象となる地域密着型サービスの一つ。定員 人以下の小

規模な有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホームで、入居者が要

介護者と配偶者等に限られる介護専用型の特定施設。入居者がその能力に

応じ自立した生活が営めるよう、入浴・排泄・食事等の介護、洗濯・掃除

等の家事、生活相談・助言など日常生活上の世話、機能訓練と療養上の世

話を行う。
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